
令和７年12月
桜川警察署

速 度 取 締 り 指 針

桜川警察署の速度取締り重点

桜川警察署管内における交通事故実態

▼ 桜川警察署管内の主な路線

別に過去３年の人身交通事故

の発生状況を比較すると、国

道50号及び県道つくば益子

線での発生が多くなっていま

す。

▼ 県道下妻真壁線は過去に死

亡事故・重傷事故が発生して

いることから、重点路線とし

ています。

▼ 過去３年の桜川警察署管内

における時間帯別の人身交通

事故の発生状況を比較すると

16時～18時

の時間帯に事故が多く発生し

ています。

その他の交通指導取締り要点

～令和７年11月30日現在～
● 管内において期間内に普通乗用自動車同士が衝突する交通死亡事故の発生がありました。

● 人身事故は国道50号及び県道つくば益子線で多く発生していますが、重傷事故は、国道及び市道

で発生しています。

管内において、飲酒運転取締りを強化しています。 県道下妻真壁線においては、速度違反取締りのほ

か、シートベルト、携帯電話使用等の取締りを強化します。市内全域の通学路において横断歩行者等妨害等

の取締りを強化し、可搬式速度違反自動取締装置を使用しての速度違反取締りも実施します。

★重点以外の場所、時間帯であっても、取締りを実施することがあります。

★国道50号等の幹線道路は、交通機動隊による取締りを実施します。
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主な路線別の人身交通事故発生状況
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